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令
和
３
年
度
の

事
業
内
容
が
決
ま
り
ま
し
た

令
和
３
年
度
の
新
座
駅
北
口
土
地
区
画
整
理
事
業
特
別
会
計
予
算
は
、
新
座
市

議
会
３
月
定
例
会
で
可
決
さ
れ
、
４
億
６
千
６
５
８
万
１
千
円
と
な
り
ま
し
た
。

前
回
（
令
和
３
年
１
月
）
の
土
地
区
画
整
理
整
理
だ
よ
り
に
お
い
て
、
お
知
ら

せ
い
た
し
ま
し
た
が
、
本
市
の
「
財
政
非
常
事
態
宣
言
（
令
和
２
年

月
）」
に

10

伴
い
、
本
区
画
整
理
事
業
で
は
、
昨
年
度
の
工
事
予
定
箇
所
の
一
部
先
送
り
を
行

い
ま
し
た
。

今
年
度
も
、
事
業
規
模
を
縮
小
す
る
こ
と
と
な
り
ま
す
が
、
雨
水
管
布
設
工
事
、

上
水
道
管
布
設
工
事
、
区
画
道
路
築
造
工
事
、
建
物
等
移
転
補
償
な
ど
の
事
業
を

実
施
し
て
ま
い
り
ま
す
（
下
図
の
令
和
３
年
度
工
事
予
定
箇
所
図
参
照
）。

皆
様
に
は
多
大
な
ご
迷
惑
を
お
か
け
し
ま
す
が
、
ご
理
解
と
ご
協
力
お
願
い
い

た
し
ま
す
。

令和３年度の事業予定
雨水管布設工事（２４９ｍ）

（令和３年７月～令和４年３月）
上水道管布設工事（７７ｍ）

（令和３年５月～令和３年６月）
都市ガス管布設工事（１９５ｍ）

（令和３年８月～令和３年１０月）
汚水管布設工事（４１７ｍ）

（令和３年８月～令和４年３月）
区画道路築造工事（２４５ｍ）

（令和３年７月～令和４年３月）
建物等移転補償（３棟）

（令和３年６月～令和４年３月）

★★★令和２年度は、

このような事業を行いました★★★

≪工事≫

・雨水浸透トレンチ工事……………… ２９．４ｍ

・雨水管布設工事………………………３１６．８ｍ

・上水道管布設工事……………………３４１．０ｍ

・都市ガス管布設工事 ……………… ６２９．５ｍ

・汚水管布設工事……………………… ７３．１ｍ

・区画道路築造工事……………………３７１．１ｍ

≪補償≫

・建物等移転補償 ……………………（１４棟）

区 10.5-1 号線 道路築造完成写真



～令和３年４月１日付で新座駅北口土地区画整理事務所職員の人事異動がありました～

【新任】 副所長 森田 圭 （まちづくり計画課から）

【新任】 主 査 石川 浩美 （まちづくり計画課から）

【異動】 副所長 梅川 誠 （下水道課へ）

【退職】 主 任 浜田 佳孝

職員９名一丸となって事業を進めて参りますので、どうぞよろしくお願いいたします。

【事業に関するお問合せ先】

新座駅北口土地区画整理事務所

ＴＥＬ ０４８－４８７－８３８０

ＦＡＸ ０４８－４７７－６２５１

日頃から区画整理事業にご協力いただき誠にありがとうございます。

≪土地区画整理法第７６条の許可申請について≫

～建築行為等を行う場合には、許可が必要です～

新座駅北口土地区画整理事業の施行区域内において、権利者の皆

様が、土地の形質の変更、建築物や工作物の新築、改築又は増築、

移動の容易でない物件（５トン以上）の設置やたい積を行う場合は、

土地区画整理法第７６条の許可申請が必要となり、換地処分の告示

の日まで当該行為が制限されております。

≪地区計画の届出について≫

施行区域内で建築行為や開発行為等を行う場合には、行為に着手

する３０日前に地区計画（都市計画法第５８条の２）の届出が必要

になりますので、御注意ください。

（地区計画の届出先）新座市役所まちづくり計画課

℡048-477-1111（内線）1513、1516

※ 施行区域内で建築行為等を行う場合には、新座駅北口土地区画

整理事務所に事前にご相談ください。

県道新座和光線 歩道築造完成写真

～今後、建物の移転等をお願いする予定の皆様へ～

本市の「財政非常事態宣言（令和２年１０月）」に伴い、

現在、本事業の進捗をスローダウンせざるを得ない状況

でもあることから、建物等の移転時期についても遅れが

生じており、皆様には多大なご迷惑をお掛けして申し訳

ございません。

今後、建物等の移転をお願いする時期になりましたら、

事前に担当職員から御連絡をさせていただき、移転対象

となっている建物等の物件調査をさせていただきます。

そして、その概ね翌年度に補償金の御提示をし、その後

移転をしていただく流れとなります。（下記図参照）

移転対象となる方々の交渉の進み具合や移転先のイン

フラ・道路の整備状況によって、移転の時期等にずれが

生じることから、個々のお宅には移転時期の明確な御案

内は行っておりません。

個別箇所の事業の進捗状況をお知りになりたい場合に

は、スムーズな御案内ができるよう、事前にお電話（下

記のお問合せ先）をいただきますようお願いいたします。

～一般的な物件移転の流れ～

移転をお願いする前年度に移転していただく建物、
工作物、動産等について、補償調査のコンサルタン
トに委託し、その用途、構造、数量、権利関係等に
ついて詳しく調査いたします。

３月議会で予算が可決されましたら、次年度（４月
以降）に調査した結果を基に算定した建物や工作物
等の移転費用、その他必要となる補償金額を御提示
させていただきます。

調査した内容の御確認をしていただきます。

補償内容について、御了解をいただきますと御契
約となります。

御契約後、約２～３週間程で前払金として補償金
額の約７割相当額をお支払いいたします。

物件所有者様（の発注)により、移転又は撤去作
業を行っていただいます。

移転又は撤去していただいたことを確認し、残金
のお支払いをさせていただきます。

物件調査

補償金の御提示

物件調書の確認

御契約の締結

７割相当額のお支払い

物件移転

残金のお支払い

≪清算金（せいさんきん）について≫

一般に、土地区画整理事業の施行において、全ての宅地や畑等

は、整理前と整理後の位置や形状等を各々評価し、再配置すべき宅

地や畑等の面積を算出します。この再配置された土地を換地といい

ますが、個々の土地の様々な理由（公共施設の整備に利用すること

等）により、定められる換地間にはある程度の不均衡が生じます。

この不均衡を是正するために徴収・交付する金銭のことを清算金と

いいます。

この清算金による清算は、保留地を除く、施行地区内の全ての宅

地や畑等について行われ、事業により、施行地区内の土地の価額は

上昇するため、一般的な戸建て住宅にお住まいで減歩が生じていな

い地権者の方には、必ず清算金の「徴収」が発生します。

なお、清算金の算定時期については、事業の終了時点（施行地区

内の工事が全て終了した段階）に行う予定です。


